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株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ 

 
当社は、当社の株主である 池本 治氏より、会社法第 297 条第 1 項の規定に基づき、株主総

会の招集を請求する書面（以下「本請求」といいます。）を平成 25 年 7 月 11 日付けで受領いた

しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．本請求の内容 

（１）株主総会の目的 

取締役角田重夫の解任およびその後任者の選任 

     

（２）招集の理由（概要） 

    角田重夫取締役が株主代表訴訟において一部敗訴し、当社に対し 23,838,047 円を損害

賠償するという判決が平成 25 年 6 月 6 日に確定した。角田重夫取締役は取締役としては

不適任であるので直ちにこれを解任し、その後任取締役を選任すべきであるため。 

 

２．提案及び請求株主 

    池本 治 氏（保有議決権個数 206 個、総株主の議決権数に対する所有割合 4.23％） 

 

３．本請求に対する当社の対応方針 

     当社取締役会は速やかに取締役会を開催し、本請求に対する対応を検討する所存であり

ます。今後、当社の対応方針が決定され次第お知らせいたします。 

 

  以 上   


